
奈良市学校規模適正化実施方針及び

中学校区別実施計画（案）【概要版】

平成２０年１月

奈良市教育委員会



　　　平成１９年５月1日現在

確かな学力と規律あるたくましい子どもを育む教育を進めます。

　本市では、国や県の教育の方向性を十分に踏まえ、これまでに取り組んできた教育改革の成果を生かし、確か
な学力と規律あるたくましい子どもを育む教育の推進を図るため、次の内容に重点的に取り組んでいます。

幼児教育の充実
基本的な生活習慣を身に付け

させ、義務教育の基礎を培い、
円滑に小学校につなげます。
① 幼小連携教育の推進
② 「認定こども園」制度の導入 義務教育の充実

　９年間の連続した学びの中で、確
かな学力と豊かな人間性の育成を図
ります。
① 小中一貫教育の推進
② 小学校低学年の３０人学級導入

学校・家庭・地域の連携・協働
　学校・家庭・地域が、それぞれの
機能や役割に基づいて、地域社会
全体で子育てや教育を行います。
①「夢・教育プラン」の推進
②「放課後子ども教室」の導入

奈良市では

 本市の子どもの数は、幼稚園は昭和５４年度、小学校は昭和５７年度、中学校は昭和６２年度をピークに
減少傾向に転じ、学校・園が小規模化しています。全国的に少子化が進むなか、市全体としては、この傾向は
続くものと予想されますが、大規模集合住宅等の開発が進む校区では、子どもの数の増加がみられます。

市政運営の基本計画である「奈良市第３次総合計
画」では、市立幼稚園・小学校・中学校の規模及び
配置の適正化を図る必要があるとしています。

そこで、平成１８年６月「奈良市学校規模適正化
検討委員会」(会長 重松敬一 奈良教育大学副学長）
を設置し、学校規模の適正化について諮問しまし
た。

学校規模の
現状は

※学級数には特別支援学級の数は含まない

このような
状況に対して

最小規模 最大規模

幼児・児童・生徒数及び学級数 幼児・児童・生徒数及び学級数

Ａ幼稚園 　　３人で２学級編成 Ｂ幼稚園 　      １５７人で　６学級編成  

Ｃ小学校 　２３人で３学級編成（複式学級） Ｄ小学校 　      ９２４人で２８学級編成  

Ｅ中学校 　３５人で３学級編成 Ｆ中学校 　      ８５８人で２３学級編成  

市立学校園の幼児・児童・生徒数の推移
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重松会長(右)から提言
が手渡されました。

提言では、小・中学校及び幼稚園の統合・再
編が単なる数合わせに終わるものではなく、奈
良市の特色ある教育の位置づけとなるような次
の提案もいただきました。
○発達の段階に応じた学校段階間の円滑な接続
　を図る「小中一貫教育」や「幼小連携教育」
　の推進
○「認定こども園」制度や「特認校」制度など
　従来の枠組みを超えた新たな制度の導入

平成18年度
には

奈良市学校規模適正化検討委員会
では委員会８回と作業部会１０回を
開催するとともに、学校・園の現地
視察やパブリックコメントなどを実
施し、活発な検討が行われました。

提言をもとに平成
１９年度に教育委員
会では「奈良市学校
規模適正化実施方
針」を策定しました。

少子化により学校規模の適正化が必要となっています。

課題として

「奈良市学校規模適正化基本方針（提言）」をいただきました。

平成１９年４月



　奈良市教育委員会では、「奈良市学校規模適正化基本方針（提言）」（平成１９年４月）を踏まえて、子ども
たちに多様な教育活動の可能性が広がる学校教育環境を提供するため、市としての方針である「奈良市学校規
模適正化実施方針 」及び 「中学校区別実施計画（案）」を策定しました。

（１） 市立学校・園の適正規模
　　  奈良市立学校・園の普通学級数
　による適正規模を次の通り決定し
　ました。

幼稚園(２年保育の場合)　４学級～　６学級（１学年２～３学級）
小学校　　　　　　　　１２学級～１８学級（１学年２～３学級）
中学校　　　　　　　　　９学級～１８学級（１学年３～６学級）

※学校教育法施行規則では、「小学校の学級数は１２学級以上１８学級以下を標準とするが、地域の実態その他により特別
   の事情がある場合にはこの限りでない。」 (中学校にも準用) とされています。

（２）学校規模の基準
　　　適正規模を基準として、
　普通学級数及び幼児・児童
　・生徒数により、学校規模
　の基準を右表のように定め
　ました。

過小規模 小規模 適正規模 大規模
 １学級 または  ２学級で３０人以上
 ２学級で３０人未満  または ３学級

 １～５学級 または  ６学級で１００人以上
 ６学級で１００人未満  または ７～１１学級

１９学級以上中学校 １～５学級 ６～８学級   ９～１８学級

  ４～  ６学級   ７学級以上

小学校 １２～１８学級 １９学級以上

幼稚園

（３）適正化の対象となる学校・園
　　　平成１５～２４年度の幼児・児童・生徒数の推移をもとに、「学校規模の基準」により、次の条件にあて
　はまる学校・園を適正化の対象としました。その他の学校・園については今後の推移を見極めながら必要に
　応じて検討します。

  ① 過小規模校
　　  過小規模校の条件としては、平成１５～２４年度までの１０年間、継続的に過小規模である次の学校・園とします。
　　   ※（　　）内の数字は平成２４年度の幼児・児童・生徒数の推計値

 ② 適正化が早期に必要な小規模校
    適正化が早期に必要な小規模校の条件としては、平成２４年度の推計値［(　)内の数字]で、園児数が
   ４５人以下の幼稚園及び児童・生徒数が１６０人以下の小・中学校とします。①の学校・園は除きます。

　③ 適正化が早期に必要な大規模校
　   適正化が早期に必要な大規模校の条件としては、平成２４年度の推計値［(　)内の数字]で９学級以上の
   幼稚園及び２５学級以上の小・中学校とします。

幼稚園 　東市(21)、鶴舞(39)、右京(31)、平城西(21)、神功(44)、朱雀(45)、鼓阪北(21)

小学校 　鼓阪(126)、帯解(149)、佐保台(102)、並松(70)、都祁(115)、吐山(62)、六郷(71)

中学校 　なし

　※「前期」「中期」「後期」の実施予定を中学校区別に整理したものとして「中学校区別実施計画(案)」を作成
    しました。その内容を一覧表にまとめたものを裏面に掲載しています。

（４）実施計画の期間
　　 実施計画の期間は、全体
　計画を平成１９～２８年度
　までの１０年間とし、「前
　期」「中期」「後期」の３
　期に分けました。

①過小規模校及び早期に適正化の必要な小規模校・大規模校から優先
　して適正化を計画。

②小規模解消のモデルケースとしての適正化を計画。

①幼児・児童・生徒数の推移など当面の様子を見て判断するものの適
　正化を計画。

②大規模な改修や新たな制度の導入などで準備に時間を要するものの
　適正化を計画。

後期 平成２６～２８年度 ①適正化に複数の段階が必要なものの最終段階の適正化を計画。

前期 平成１９～２２年度

中期 平成２３～２５年度

「奈良市学校規模適正化実施方針」を策定しました。

平成２０年１月

奈良市学校規模適正化実施方針  　　-適正規模について-

幼稚園 　鼓阪(13)､精華(4)､狭川(現在休園中)､大柳生(7)､田原(6)､帯解(20)､佐紀(19)､佐保台(20)

小学校 　精華(25)、田原(50)、柳生(35)、大柳生(20)、相和(35)、月ヶ瀬(60)

中学校 　田原(27)、柳生(18)、興東(40)、月ヶ瀬(51)

幼稚園 　なし

小学校 　富雄北(25学級・845人)、六条(26学級・794人)、三碓(30学級・955人)

中学校 　富雄（27学級・1042人）



（２） 適正化の手法
      適正化の手法については、「基本方針（提言）」を踏まえ、学校・園の統合・再編だけでなく、小中一貫
　教育や小学校に幼稚園を併設して、幼小連携教育を実施したり、３歳児保育（幼稚園型「認定こども園｣）
　や「特認校制度」を新たに導入したりするなど、地域性等を考慮した個性や特色のある学校づくりに努めま
　す。

（３） （仮称）学校規模適正化推進協議会の設置
　　　対象地域において保護者・地域の方の代表や関係学校・園からなる「（仮称）○○地域学校規模適正化推
　進協議会」（以下「推進協議会」）を設置していただき、地域別実施計画（案）について十分協議し、適正
　化を進めます。

(４) 適正化において考慮すべきこと
　　教育委員会が関係部局と連携しながら、幼児児童生徒の学習・生活の場としてふさわしい環境の整備・充
  実に努め、それぞれの地域にあった特色ある学校づくりを推進します。また、開かれた学校づくりを一層推
  進するとともに、地域と学校が連携・協働し、「学校」を核とした地域づくりに努めます。
    なお、統合・再編により適正化を図る場合については、特に次の各項目について配慮し進めていきます。

（５） 統合・再編による学校・園の空き施設の利活用
　　　統合・再編後の学校・園の施設を再利用・再活用し地域の活性化の拠点としていくための施策を地域の方
　々と協議し、学校教育施設、社会教育施設、体験交流施設、宿泊施設等幅広い視点から時代のニーズにあっ
　た有効活用を検討します。

 ① 各学校・園で進められている学校経営について
　　  統合・再編の対象となる学校間で連携して教育
  　課程の編成や、教育方法、学校運営等の整合を図
　るようにします。

 ④ 学校指定用品について
      統合・再編にあたり、新たな保護者負担が生
    じないように努めます。
　　例えば、学校指定の体操服など統合後も使用
    できるようにします。

 ② 教員の配置、クラス編成等について
　　　統合・再編による環境変化に対応し、幼児児童
   生徒の不安や動揺を最小限とするよう関係校の学
   校関係者や教育委員会等で協議を行い、統合・再
   編までの間の交流や学校運営について十分な検討
   を行います。また、統合・再編時においては、幼
   児児童生徒の学習面・精神面に配慮した体制づく
   りに努めます。

 ⑤ 校名・校歌・校旗等について
      それぞれの学校・園の歴史や伝統を尊重し、
　新しい学校に継承されるように配慮します。ま
　た、校名・校歌・校旗などについては関係者の
　方々と協議し、双方の同意を得ながら決定して
　いきます。

 ③ 通学について
     適正化によって通学路が変更される場合、通学
   の安全確保に努めます。また、通学距離が標準を
   超える場合、公共交通機関が未整備の地域におい
   てはスクールバス等の通学条件について検討しま
   す。

　⑥ ホームページによる情報の原則公開について
       学校規模適正化について、進捗状況の報告や
    推進協議会で話し合われた内容、市民・保護者
    ・地域の皆様からいただいたご意見・ご質問に
　 ついての回答などを公開し、市民の皆様のご理
　 解を得られるように努めます。

（１） 地域別実施計画
　　　実施計画については、一度に１０年間の全てについて具体的な計画を策定するのではなく、中学校区別実
　施計画（案）の前期に計画されているところから地域の実情に即し多様な工夫を行い、地域別実施計画を策
　定します。なお、地域別実施計画策定にあたっては地域別実施計画（案）の段階で公表します。

「なら教育の日」の標語

学びあい
　いい奈良つくろう
　　　　なら教育の日

１２月２日は「なら教育の日」です

　◆ 問い合わせ先 ◆
　 　〒６３０－８５８０
　 　奈良市二条大路南一丁目１番１号
　 　奈良市教育委員会教育総務部教育企画課
　 　ＴＥＬ ： ０７４２－３４－５３８６
　　 ＦＡＸ ： ０７４２－３４－６９１７
　 　e-mail ： kyouikukikaku@city.nara.lg.jp

奈良市学校規模適正化実施方針 　 -適正化の進め方について-



中学校区別実施計画（案）

中　　　期
平成２３～２５年度

《中学校》
・平城西中学校（３２９）適
《小学校》
・右京小学校（２８４）小
・神功小学校（５０７）適
《幼稚園》
・右京幼稚園（５０）小☆
・神功幼稚園（６６）小☆

○右京幼稚園の右京小学校内
への併設を具体的に検討
・右京幼稚園は、小規模で園舎が
老朽化していることから、義務教
育との接続の視点を踏まえ、小学
校内に併設し、幼小連携教育の強
化を図る。

○神功幼稚園の小規
模化が継続するようで
あれば、神功小学校内
への併設、保育園との
連携などを検討

○右京小学校の小規模化が継続するようであれ
ば適正化について検討

平
　
城
　
西

平
　
城
　
東

《中学校》

・平城東中学校（５０６）適

《小学校》

・朱雀小学校（３６２）適

・佐保台小学校（８０）小☆

・左京小学校（４８１）適

《幼稚園》

・朱雀幼稚園（４８）小☆

・佐保台幼稚園（４）過小

・左京幼稚園（７２）小

○佐保台幼稚園の左京幼稚園
への統合・再編を具体的に検討
・佐保台幼稚園は、過小規模が継
続することから、左京幼稚園に統
合・再編し、統合先の左京幼稚園
において幼稚園型の認定こども園
を導入し、子育て支援の充実を図
る。

○佐保台小学校の過小規模の状況が継続するようであれば
統合・再編について検討

○朱雀幼稚園の小規模
化が継続するようであ
れば、朱雀小学校内へ
の併設、保育園との連
携などを検討

富
　
　
　
雄

《中学校》
・富雄中学校（８５６）大☆
《小学校》
・富雄北小学校（９０５）大☆
・鳥見小学校（４７７）適
・富雄第三小学校（４９２）適
[三碓小学校]・・・富雄南中参照

《幼稚園》
・富雄北幼稚園（１５７）適
・鳥見幼稚園（６２）小
・富雄第三幼稚園（８１）小

○鳥見幼稚園の鳥見小学校内
への併設を具体的に検討
・鳥見幼稚園は、小学校と離れて
おり、小規模で園舎が老朽化して
いることから、義務教育との接続
の視点を踏まえ、小学校内に併設
し、幼小連携教育の強化を図る。

○富雄第三幼稚園の小規模化が継続するようで
あれば富雄第三小学校内への併設などを検討

○富雄北小学校は、引き続き、校区の見直し・再編、通学区
域の弾力化を図り、大規模を解消

登
美
ヶ
丘
北

《中学校》
・登美ヶ丘北中学校（２８７）適
《小学校》
・登美ヶ丘小学校（６１８）適
・東登美ヶ丘小学校（５４７）適
《幼稚園》
・登美ヶ丘幼稚園（８９）小
・東登美ヶ丘幼稚園（６８）小

○東登美ヶ丘幼稚園は、園舎の老朽化による改
築等にあたっては、幼小連携の強化や認定こども
園の導入について検討

二
　
　
名

《中学校》
・二名中学校（５１８）適
《小学校》
・青和小学校（６８７）大
・二名小学校（４０７）適
[登美ヶ丘小]・・・登美ヶ丘北中参照

《幼稚園》
・青和幼稚園（１１６）適
・二名幼稚園（５７）小

○二名幼稚園の小規模化が継続するようであれ
ば二名小学校内への併設などを検討

小学校に併設 幼小連携教育

統合・再編 認定こども園

小学校に併設

学校・園名（人数）規模
※人数は平成１９年５月1日現在

前　　　期
平成１９～２２年度

後　　　期
平成２６～２８年度

中学
校区

 規模についての説明
 ※規模については平成２４年度の推計値で判断
   過小・・・過小規模校         小・・・小規模校
   適・・・・・適正規模校         大・・・大規模校
   小☆・・・早期に適正化が必要な小規模校
   大☆・・・早期に適正化が必要な大規模校

平成１９年度から平成２８年度までの１０年間を｢前期｣｢中期｣｢後
期｣の３期に分けました。前期には｢過小規模校｣及び｢早期に適正化
の必要な小規模校・大規模校｣から優先して適正化を計画していま
す。中期や後期には、幼児・児童・生徒数の推移を見て判断する必
要がある学校・園の適正化を計画しています。

○登美ヶ丘幼稚園の小規模化が継続するようで
あれば登美ヶ丘小学校内への併設などについて
検討

幼小連携教育



前　　　期
平成１９～２２年度

後　　　期
平成２６～２８年度

中　　　期
平成２３～２５年度

《中学校》
・登美ヶ丘中学校（３０６）適
《小学校》
・鶴舞小学校（３１２）小
・平城西小学校（３０６）小
[登美ヶ丘小]・・・登美ヶ丘北中参照

[東登美ヶ丘小]・登美ヶ丘北中参照

《幼稚園》
・鶴舞幼稚園（４９）小☆
・平城西幼稚園（３６）小☆

○鶴舞、平城西小学校の小規模化が継続するよ
うであれば適正化について検討

登
美
ヶ
丘

京
　
西

《中学校》
・京西中学校（６００）適
《小学校》
・六条小学校（８５４）大☆
・伏見南小学校（４４１）適
《幼稚園》
・六条幼稚園（１２２）適
・伏見南幼稚園（６３）適

都
　
　
跡

《中学校》

・都跡中学校（３４１）適

《小学校》

・都跡小学校（６７６）大

《幼稚園》

・都跡幼稚園（９９）適

・佐紀幼稚園（２６）過小 ○都跡小学校における遠距離通
学となっている地域について、通
学区域の弾力化を検討

平
　
　
城

《中学校》
・平城中学校（４０７）適
《小学校》
・平城小学校（６７７）大
[平城西小]・・・登美ヶ丘中参照
[西大寺北小]・・・伏見中参照
[都跡小]・・・都跡中参照

《幼稚園》
平城幼稚園（１１９）適

中学
校区

○平城西幼稚園の小
規模化が継続するよう
であれば平城西小学校
内への併設などを検討

○六条小学校は大規模校であるが、児童数が減少傾向に
あることから、児童数に応じた教育環境の整備により対応

○佐紀幼稚園の都跡幼稚園へ
の統合・再編を具体的に検討
・佐紀幼稚園は、過小規模が継続す
ることから、都跡幼稚園に統合・再編
するとともに、統合先の都跡幼稚園
において幼稚園型の認定こども園を
導入し、子育て支援の充実を図る。

富
　
雄
　
南

《中学校》

・富雄南中学校（５５７）適

《小学校》

・富雄南小学校（５４５）大

・三碓小学校（９２４）大☆

[あやめ池小]・・・伏見中参照

《幼稚園》

・富雄南幼稚園（６５）小

・三碓幼稚園（９６）適

○富雄南幼稚園において幼稚園
型認定こども園を具体的に検討
・富雄南幼稚園において、幼稚園
型の認定こども園を導入し、子育
て支援の充実を図る。

○三碓小学校は大規模化が進むことから、校区の見直し・
再編、通学区域の弾力化を図り、大規模を解消

伏
　
　
見

《中学校》
・伏見中学校（５６１）適
《小学校》
・伏見小学校（６４２）大
・あやめ池小学校（５０２）適
・西大寺北小学校（５４０）大
《幼稚園》
・伏見幼稚園（１１８）適
・あやめ池幼稚園（７９）小
・西大寺北幼稚園（８３）適

○あやめ池幼稚園の小規模化が継続するようで
あれば適正化について検討

認定こども園

統合・再編 認定こども園

○鶴舞幼稚園の小規模化が継続するようであれ
ば適正化について検討

学校園名（人数）規模
※人数は平成１９年５月1日現在



前　　　期
平成１９～２２年度

後　　　期
平成２６～２８年度

中　　　期
平成２３～２５年度

《中学校》
・三笠中学校（８５８）大
《小学校》
・椿井小学校（２２０）小
・大宮小学校（５２３）大
・大安寺西小学校（６１５）適
・佐保川小学校（５７９）適
《幼稚園》
・大宮幼稚園（７８）小
・大安寺西幼稚園（７７）適

三
　
　
笠

都
　
　
　
　
南

《中学校》

・都南中学校（６７２）適

《小学校》

・東市小学校（２９１）適

・辰市小学校（４１０）適

・明治小学校（４０７）適

・帯解小学校（１４４）小☆

・精華小学校（２３）過小

《幼稚園》

・東市幼稚園（３４）小☆

・辰市幼稚園（５０）小

・明治幼稚園（７９）小

・帯解幼稚園（２３）過小

・精華幼稚園（７）過小

中学
校区

○大宮幼稚園の小規模化が継続するようであ
れば適正化について検討

○椿井小学校は、整備された施設・設備を生かし、難聴児教育のセンター的役割
を担う学校づくりを進める。

○精華幼稚園と帯解幼稚園の統
合・再編及び帯解保育園との認
定こども園への再編を具体的に
検討
・精華、帯解幼稚園は、過小規模が
継続することから、統合・再編する。し
かし、統合・再編しても過小規模であ
ることから、帯解保育園との認定こど
も園への再編を図り、長時間保育や
子育て支援を充実する。

春
　
　
日

《中学校》
・春日中学校（６７６）適
《小学校》
・済美小学校（５９４）適
・大安寺小学校（３７２）適
・済美南小学校（３１１）小
《幼稚園》
・済美幼稚園（１０２）適
・大安寺幼稚園（６４）適

○済美南小学校の小規模化が継続するようであ
れば適正化について検討

○精華小学校の帯解小学校への
統合・再編を具体的に検討
・精華小学校は、過小規模が継続す
ることから、帯解小学校に統合・再編
するとともに、幼児教育との接続の視
点を踏まえ、幼稚園・保育園との連携
を強化する。

○東市幼稚園の小規
模化が継続するようで
あれば東市小学校内
への併設などについて
検討

飛
　
鳥

《中学校》
・飛鳥中学校（３４６）適
《小学校》
・飛鳥小学校（６５３）大
[椿井小]・・・三笠中参照

《幼稚園》
飛鳥幼稚園（７７）小

○飛鳥幼稚園の小規模化が継続するようであれ
ば飛鳥小学校内への併設などを検討

若
　
　
草

《中学校》
・若草中学校（４４２）適
《小学校》
・鼓阪小学校（１５２）小☆
・佐保小学校（４３７）適
・鼓阪北小学校（２９６）小
[相和小]・・・興東中参照

《幼稚園》
・鼓阪幼稚園（１５）過小
・佐保幼稚園（８１）適
・鼓阪北幼稚園（２３）小☆

○鼓阪、鼓阪北小学校の小規模化が継続するよ
うであれば適正化について検討○鼓阪北幼稚園の鼓阪幼稚園へ

の統合・再編を具体的に検討
・鼓阪、鼓阪北幼稚園は、ともに過小
規模が継続することから、鼓阪幼稚
園に統合・再編するとともに、統合先
の鼓阪幼稚園において幼稚園型の
認定こども園を導入し、子育て支援の
充実を図る。

認定こども園

統合・再編 認定こども園

統合・再編

学校園名（人数）規模
※人数は平成１９年５月1日現在

○辰市、明治幼稚園の小規模化が継続するよう
であれば適正化について検討

幼小連携教育

統合・再編



○並松、都祁、吐山、三城保育
園及び休園中の小倉、深川保育
園を統合するとともに幼稚園を設
置し、認定こども園制度を導入す
る。
・６保育園を統合・再編するとと
もに、新たに幼稚園を設置し、幼
保一体施設の認定こども園を導入
する。就労の有無に関係なく満３
歳から幼稚園教育を受けられるよ
うにするとともに、子育て支援を
充実する。

前　　　期
平成１９～２２年度

後　　　期
平成２６～２８年度

中　　　期
平成２３～２５年度

中学
校区

都
　
　
祁

《中学校》

・都祁中学校（２２９）小

《小学校》

・並松小学校（８６）小☆

・都祁小学校（１２８）小☆

・吐山小学校（８６）小☆

・六郷小学校（８６）小☆

○並松、都祁、吐山、
六郷小学校の小規模
化が継続するようであ
れば統合・再編による
適正化を検討

○柳生、大柳生、相和小学校の
統合・再編を具体的に検討
・柳生、大柳生、相和小学校は、過小
規模が継続することから、統合・再編
するとともに、小中一貫教育など特色
ある教育を導入する。

田
　
原

《中学校》

・田原中学校（５１）過小

《小学校》

・田原小学校（６２）過小

《幼稚園》

・田原幼稚園（８）過小

○田原小学校、田原中学校は、小中一貫教育を軸に活性化
を図るとともに、田原幼稚園との連携を強化する。

柳
　
　
　
生

《中学校》

・柳生中学校（４３）過小

《小学校》

・柳生小学校（３５）過小

興
　
　
東

《中学校》
・興東中学校（４１）過小

《小学校》
・大柳生小学校（３０）過小
・相和小学校（４８）過小

《幼稚園》
・大柳生幼稚園（３）過小
・狭川幼稚園（休園中）

月
　
ヶ
　
瀬

《中学校》
・月ヶ瀬中学校（３５）過小

《小学校》
・月ヶ瀬小学校（９０）過小

○月ヶ瀬小学校、中学
校において小中一貫教
育や特認校制度の導
入を検討

○認定こども園を含め
た保小中の連携の強
化について検討

○小学校の統合・再編が実施された場合は、都
祁中学校との小中一貫教育や認定こども園を含
めた保幼小中の連携の強化について検討

○柳生、興東中学校の統合・再
編を具体的に検討
・柳生、興東中学校は、過小規模が
継続することから、統合・再編するとと
もに、小中一貫教育など特色ある教
育を導入する。

○小中一貫教育の充
実を図るとともに、
認定こども園を含め
た幼児教育と小中一
貫教育の連携の強化
について検討

学校園名（人数）規模
※人数は平成１９年５月1日現在

○大柳生、狭川（休園中）幼稚園
と柳生保育園の認定こども園へ
の再編を具体的に検討
・大柳生、狭川(休園中)幼稚園
は、過小規模が継続することか
ら、柳生保育園と(仮称)東部認定
こども園として再編を図り、就労
の有無に関係なく満３歳から幼稚
園教育を受けられるようにすると
ともに、長時間保育や子育て支援
を充実する。

認定こども園

○月ヶ瀬保育園において、保育
所型認定こども園の導入を具体
的に検討
・月ヶ瀬保育園において、子育て
支援の充実、就労の有無に関係な
く満３歳から幼稚園教育を受けら
れるようにすることなどの観点か
ら、保育所型の認定こども園を導
入する。

認定こども園

統合・再編

統合・再編

統合・再編 小中一貫教育

小中一貫教育

認定こども園

○東部ゾーン内の全
ての学校・園におい
て今後ますます小規
模化が進むと予想さ
れることから、さら
に統合・再編を検討
し、小中一貫教育の
充実や特認校制度な
どを活用した新たな
学校づくりを進め
る。

また、幼稚園の統
合・再編に関わって
は、小中学校の統
合・再編と関連させ
るとともに、保育園
も含めた適正化につ
いて検討する。


